
四日市市危険物規制規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

  令和６年３月２７日 

四日市市長  森  智 広 

四日市市規則第２６号 

   四日市市危険物規制規則の一部を改正する規則  

 四日市市危険物規制規則（昭和４８年四日市市規則第３９号）の一部を次のように

改正する。 

 

改正後 改正前 

（仮の貯蔵又は取扱いの承認） （仮の貯蔵又は取扱いの承認） 

第２条 法第１０条第１項ただし書の規

定により、指定数量以上の危険物を仮に

貯蔵し、又は取り扱うことの承認を受け

ようとする者は、消防署長（当該区域を

管轄する消防署長をいう。以下同じ。）

に省令第１条の６に規定する危険物仮

貯蔵仮取扱い承認申請書を提出しなけ

ればならない。 

第２条 省令第１条の６の規定による申

請を承認するときは、危険物仮貯蔵仮取

扱い承認書（第１号様式）に所要の事項

を記載して申請者に交付するものとす

る。 

２ 消防署長は、前項の申請を承認する

ときは、危険物仮貯蔵仮取扱い承認書

（第１号様式）を申請者に交付するもの

とする。 

 

  

（製造所等の設置又は変更の許可） （製造所等の設置又は変更の許可） 

第３条 法第１１条第１項の規定による

製造所、貯蔵所又は取扱所（以下「製造

所等」という。）の設置又は変更の許可

をするときは、許可書（第２号様式）に

省令第４条第１項、第５条第１項又は第

５条の３第１項に規定する申請書の１

部を添えて申請者に交付するものとす

第３条 法第１１条第１項の規定による

製造所、貯蔵所又は取扱所（以下「製造

所等」という。）の設置又は変更の許可

をするときは、許可書（第２号様式）に

申請書の１部を添えて申請者に交付す

るものとする。 



る。 

  

（完成検査前検査の結果の通知） （完成検査前検査の結果の通知） 

第４条の２ 法第１１条の２第１項の規

定による完成検査前検査を行った結果、

政令で定める技術上の基準に適合して

いると認めたときは、完成検査前検査結

果通知書（第４号様式の２）に省令第６

条の４第１項に規定する申請書の１部

を添えて申請者に交付するものとする。

ただし、タンクの水張検査又は水圧検査

については、この限りでない。 

第４条の２ 政令第８条の２第７項の規

定による完成検査前検査を行った結果、

同条第３項各号に掲げる工事の工程ご

とに当該各号に定める事項（液体危険物

タンクの漏れ及び変形に関する事項を

除く。）が政令で定める技術上の基準に

適合していると認めたときは、完成検査

前検査結果通知書（第４号様式の２）に

申請書の１部を添えて申請者に交付す

るものとする。 

  

（予防規程の認可） （予防規程の認可） 

第６条 法第１４条の２第１項の規定に

よる申請を認可するときは、認可書（第

５号様式）に省令第６２条第１項に規定

する申請書の１部を添えて申請者に交

付するものとする。 

第６条 法第１４条の２第１項の規定に

よる申請を認可するときは、認可書（第

５号様式）に提出された予防規程の１部

を添えて申請者に交付するものとする。 

  

（保安に関する検査時期変更の承認） （保安に関する検査時期変更の承認） 

第６条の２ 政令第８条の４第２項ただ

し書の規定による保安に関する検査時

期の変更の承認をするときは、保安検査

時期変更承認書（第５号様式の２）に省

令第６２条の３第２項に規定する申請

書の１部を添えて申請者に交付するも

のとする。 

第６条の２ 政令第８条の４第２項ただ

し書の規定による保安に関する検査時

期の変更の承認をするときは、保安検査

時期変更承認書（第５号様式の２）を申

請者に交付するものとする。 

  

（保安のための措置を講じている特定

屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査

（保安のための措置を講じている特定

屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査



時期延長の承認） 時期延長の承認） 

第６条の３ 政令第８条の４第２項第１

号の規定による保安に関する検査時期

の延長の承認をするときは、特定屋外タ

ンク貯蔵所の保安検査時期延長承認書

（第５号様式の３）に省令第６２条の２

の３第２項に規定する申請書の１部を

添えて申請者に交付するものとする。 

第６条の３ 政令第８条の４第２項第１

号の規定による保安に関する検査時期

の延長の承認をするときは、特定屋外タ

ンク貯蔵所の保安検査時期延長承認書

（第５号様式の３）を申請者に交付する

ものとする。 

  

（休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内

部点検の期間延長の承認） 

（休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内

部点検の期間延長の承認） 

第６条の５ 省令第６２条の５第３項の

規定による内部点検の期間の延長の承

認をするときは、休止中の特定屋外タン

ク貯蔵所の内部点検期間延長承認書（第

５号様式の５）に省令第６２条の５第４

項に規定する申請書の１部を添えて申

請者に交付するものとする。 

第６条の５ 省令第６２条の５第３項の

規定による内部点検の期間の延長の承

認をするときは、休止中の特定屋外タン

ク貯蔵所の内部点検期間延長承認書（第

５号様式の５）を申請者に交付するもの

とする。 

  

（休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの

点検の期間延長の承認） 

（休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの

点検の期間延長の承認） 

第６条の６ 省令第６２条の５の２第３

項の規定による漏れの点検の期間延長

の承認をするときは、休止中の地下貯蔵

タンク又は二重殻タンクの漏れの点検

期間延長承認書（第５号様式の６）に省

令第６２条の５の２第４項に規定する

申請書の１部を添えて申請者に交付す

るものとする。 

第６条の６ 省令第６２条の５の２第２

項ただし書の規定による漏れの点検の

期間延長の承認をするときは、休止中の

地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏

れの点検期間延長承認書（第５号様式の

６）を申請者に交付するものとする。 

  

（休止中の地下埋設配管の漏れの点検

の期間延長の承認） 

（休止中の地下埋設配管の漏れの点検

の期間延長の承認） 



第６条の７ 省令第６２条の５の３第３

項の規定による漏れの点検の期間延長

の承認をするときは、休止中の地下埋設

配管の漏れの点検期間延長承認書（第５

号様式の６）に省令第６２条の５の３第

４項に規定する申請書の１部を添えて

申請者に交付するものとする。 

第６条の７ 省令第６２条の５の３第２

項ただし書の規定による漏れの点検の

期間延長の承認をするときは、休止中の

地下埋設配管の漏れの点検期間延長承

認書（第５号様式の６）を申請者に交付

するものとする。 

  

（タンク検査） （タンク検査） 

第７条 政令第８条の２の２に規定する

タンクの水張検査又は水圧検査を受け

ようとする者は、省令第６条の４第１項

に規定する申請書に容量計算書を添え

て提出しなければならない。 

第７条 政令第８条の２の２に規定する

タンクの水張又は水圧検査を受けよう

とする者は、申請書に当該タンクの構造

図及び容量計算書を添えて提出しなけ

ればならない。 

  

（製造所等における危険作業の届出） （製造所等における危険作業の届出） 

第１０条 関係者は、当該製造所等にお

いて、改造、修理、分解又は清掃等、災

害発生のおそれのある作業をしようと

するときは、危険作業開始の届出書（第

７号様式）により関係図面を添えて消防

署長に届け出なければならない。ただ

し、市長が認めた関係者については、こ

の限りでない。 

第１０条 製造所等の関係者は、当該製

造所等において、改造、修理、分解又は

清掃等、災害発生のおそれのある作業を

しようとするときは、危険作業開始の届

出書（第７号様式）により関係図面を添

えて消防署長に届け出なければならな

い。ただし、市長が認めた関係者につい

ては、この限りでない。 

２ 前項の規定は、第４条第１項の規定

による仮使用の承認の申請、前条第１項

第３号の規定による危険物製造所等の

変更の届出及び第１６条の２の規定に

よる屋外貯蔵タンク等内部開放点検実

施の届出をした製造所等については、適

用しないものとする。 

２ 前項の規定は、第４条第１項の規定

による仮使用の承認の申請、前条第３号

の規定による危険物製造所等の変更の

届出及び第１６条の２の規定による屋

外貯蔵タンク等内部開放点検実施の届

出をした製造所等については、適用しな

いものとする。 

３ （略） ３ （略） 



  

（機器開放等の作業開始の届出） （機器開放等の作業開始の届出） 

第１０条の２ 関係者は、当該製造所等

が存する事業所敷地内において、製造所

等に設置された機器を開放する際に、機

器内の物質が空気と反応するなどの要

因から発熱し、又は発火するおそれのあ

る作業をしようとするときは、当該作業

を開始する日の３日前までに、機器開放

等の作業開始の届出書（第７号様式の

２）により関係図面を添えて消防署長に

届け出なければならない。 

第１０条の２ 製造所等の関係者は、当

該製造所等が存する事業所敷地内にお

いて、製造所等に設置された機器を開放

する際に、機器内の物質が空気と反応す

るなどの要因から発熱し、又は発火する

おそれのある作業をしようとするとき

は、当該作業を開始する日の３日前まで

に、機器開放等の作業開始の届出書（第

７号様式の２）により関係図面を添えて

消防署長に届け出なければならない。 

２ （略） ２ （略） 

  

（製造所等の事故発生の届出） （製造所等の事故発生の届出） 

第１１条 関係者は、当該製造所等にお

いて火災、爆発その他の災害が発生した

ときは、その大小にかかわらず速やかに

通報するとともに、配置図及び災害状況

を明らかにした図面、写真等を添付して

危険物施設災害（事故）発生届出書（第

８号様式）により消防長又は消防署長に

届け出なければならない。危険物の流

出、漏えい等の事故又は製造所等の設備

に事故が発生したときも同様とする。 

第１１条 製造所等の関係者は、当該製

造所等において火災、爆発その他の災害

が発生したときは、その大小にかかわら

ず速やかに通報するとともに、配置図及

び災害状況を明らかにした図面、写真等

を添付して危険物施設災害（事故）発生

届出書（第８号様式）により消防長又は

消防署長に届け出なければならない。危

険物の流出、漏えい等の事故又は製造所

等の設備に事故が発生したときも同様

とする。 

  

（製造所等の休止、再開の届出） （製造所等の休止、再開の届出） 

第１２条 関係者は、当該製造所等の使

用を３箇月以上にわたって休止すると

きは休止の区域及び消火設備、防火塀等

の位置を明示した図面を添付して危険

第１２条 製造所等の関係者は、当該製

造所等の使用を３箇月以上にわたって

休止するときは休止の区域及び消火設

備、防火塀等の位置を明示した図面を添



物製造所等休止再開届出書（第９号様

式）により、市長に遅滞なく届け出なけ

ればならない。休止している製造所等の

使用を再開するときも同様とする。 

付して危険物製造所等休止再開届出書

（第９号様式）により、市長に遅滞なく

届け出なければならない。休止している

製造所等の使用を再開するときも同様

とする。 

２ （略） ２ （略） 

  

（休止の確認） （休止の確認） 

第１２条の２ ２１年省令附則第３条第

３項（同条第７項において準用する場合

を含む。）及び２３年省令附則第９条第

３項の規定による危険物の貯蔵及び取

扱いの休止の確認をするときは、休止確

認済書（第９号様式の２）に２１年省令

附則第３条第２項（同条第７項において

準用する場合を含む。）又は２３年省令

附則第９条第２項に規定する申請書の

１部を添えて申請者に交付するものと

する。 

第１２条の２ ２１年省令附則第３条第

３項（同条第７項において準用する場合

を含む。）及び２３年省令附則第９条第

３項の規定による危険物の貯蔵及び取

扱いの休止の確認をするときは、休止確

認済書（第９号様式の２）を申請者に交

付するものとする。 

  

（許可書等の再交付） （許可書等の再交付） 

第１５条 法第１１条第１項の規定によ

り製造所等の設置又は変更の許可を受

けた者（法第１１条第６項の規定によ

り、設置者の地位を承継した者を含む。）

が、当該製造所等に係る書類で次の各号

に掲げるもの（以下この条において「許

可書等」という。）を亡失し、滅失し、

汚損し又は破損したときは、それぞれ当

該各号に定める申請書により、再交付を

申請することができる。 

第１５条 法第１１条第１項の規定によ

り製造所等の設置又は変更の許可を受

けた者（法第１１条第６項の規定によ

り、設置者の地位を承継した者を含む。）

が、当該製造所等に係る書類で次の各号

に掲げるもの（以下この条において「許

可書等」という。）を亡失し、滅失し、

汚損し又は破損したときは、それぞれ当

該各号に定める申請書により、再交付を

申請しなければならない。 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 



２及び３ （略） ２及び３ （略） 

  

（製造所等の設置又は変更の取りやめ） （製造所等の設置又は変更の取りやめ） 

第１６条 製造所等の設置又は変更の許

可を申請した場合において、当該設置又

は変更の計画を取りやめたときは、危険

物製造所等設置（変更）取りやめ届出書

（第１２号様式）により届け出なければ

ならない。この場合、法第１１条第２項

の規定による設置又は変更の許可を受

けた後の取りやめにあっては、当該許可

書を添えて提出しなければならない。 

第１６条 製造所等の設置又は変更を申

請した場合において、当該設置又は変更

の計画を取りやめたときは、危険物製造

所等設置（変更）取りやめ届出書（第１

２号様式）により届け出なければならな

い。この場合、法第１１条第２項の規定

による設置又は変更の許可を受けた後

の取りやめにあっては、当該許可書を添

えて提出しなければならない。 

  

（申請書等の提出部数） （申請書等の提出部数） 

第１７条 省令第１条の６に規定する危

険物仮貯蔵仮取扱い承認申請書の提出

部数は、１部とする。 

第１７条 省令第１条の６に規定する危

険物仮貯蔵仮取扱い承認申請書（省令別

記様式第１の２）の提出部数は、１部と

する。 

２ 次の各号に掲げる申請書の提出部数

は、２部とする。 

２ 次の各号に掲げる申請書の提出部数

は、２部とする。 

(1)から(9)まで （略） (1)から(9)まで （略） 

(10) 省令第６２条の５の２第４項に規

定する休止中の地下貯蔵タンク又は

二重殻タンクの漏れの点検期間延長

申請書 

(10) 省令第６２条の５の２第３項に規

定する休止中の地下貯蔵タンク又は

二重殻タンクの漏れの点検期間延長

申請書 

(11) 省令第６２条の５の３第４項に規

定する休止中の地下埋設配管の漏れ

の点検期間延長申請書 

(11) 省令第６２条の５の３第３項に規

定する休止中の地下埋設配管の漏れ

の点検期間延長申請書 

(12)から(15)まで （略） (12)から(15)まで （略） 

３ （略） ３ （略） 

  

（検査の不適合通知）  



第１９条 法第１１条第５項の規定によ

る完成検査を行った結果、政令で定める

技術上の基準に適合していないと認め

たとき又は、許可の内容と異なると認め

たときは、危険物製造所等完成検査不適

合通知書（第１７号様式）に省令第６条

第１項に規定する申請書の１部を添え

て申請者に交付するものとする。 

２ 法第１１条の２第１項の規定による

完成検査前検査を行った結果、政令で定

める技術上の基準に適合していないと

認めたときは危険物製造所等完成検査

前検査不適合通知書（第１８号様式）に

省令第６条の４第１項に規定する申請

書の１部を添えて申請者に交付するも

のとする。 

３ 法第１４条の３の規定による保安に

関する検査を行った結果、政令で定める

技術上の基準に適合していないと認め

たときは、保安検査不適合通知書（第１

９号様式）に省令第６２条の３第１項に

規定する申請書の１部を添えて申請者

に交付するものとする。 

第１９条 削除 

 

 第 ４ 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  



第４号様式（第４条関係） 

消 防 法 に よ る 仮 使 用 承 認 済 

製 造 所 等 の 別  

承認年月日・番号     年   月   日 四消本指令 第    号  

承 認 行 政 庁 名 四 日 市 市 

 注 １ 横35cm以上、縦25cm以上の板とすること。 

   ２ 地を白色とし、文字を黒色とすること。 



 第 ５ 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  



第５号様式（第６条関係） 

四消本指令 第     号  

 

認 可 書 

 

住 所           

氏 名           

 

     年  月  日付けで申請のあった予防規程の 制定 ・ 変更 については、

消防法第１４条の２の規定により認可する。 

      年  月  日 

 

四日市市長        印  

（Ａ４版）   



 第 １ ２ 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  



第１２号様式（第１６条関係） 

危険物
製造所
貯蔵所
取扱所

設置（変更）取りやめ届出書 

 

 

年  月  日  

 

 

 四日市市長 

 

届出者           

住 所           

氏 名           

 

     年  月  日付け、四消本指令 第   号で受理（許可）された危

険物    の設置（変更）を、下記の理由により取りやめることになりましたの

でお届けいたします。 

 

記 

 

取りやめの理由 

※  受 付 欄 ※  経 過 欄 

 

受理 

 

年   月   日   

 



第 １ ６ 号 様 式 の 次 に 次 の ３ 様 式 を 加 え る 。  

 

 

 

 

 

 

 



第１７号様式 (第１９条関係 )   

 

（教示）  

この決定に不服のあるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して３か月以内に四日市市長に対

して、審査請求をすることができます。  

この決定の取消しの訴えは、この通知を受けた日の翌日から起算して６か月以内に四日市市を被告と

して（訴訟において四日市市を代表するものは四日市市長となります。）、提起することができます（な

お、この決定があったことを知った日から６か月以内であっても、決定の日から１年を経過するとこの

決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、この決定があったことを知った

日の翌日から起算して３か月以内に審査請求した場合には、この決定の取消しの訴えは、その審査請求

に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます（なお、

裁決があったことを知った日から６か月以内であっても、裁決の日から１年を経過するとこの決定の取

消しの訴えを提起することができなくなります。）。  

四消本指令  第     号  

 

危険物製造所等完成検査不適合通知書  

 

 申請者  

  住所  

  氏名            

 

 

   年   月   日付けで申 請のあ った 完成検 査につ いて、  年   月   

日に検査を実施した結果、下記のとおり政令で 定める技術上の基準に

適合していない又は、許可内容と異なると認めたので通知します ｡  

 

記  

  

理由   

 

 

 

年   月   日  

四日市市長         印  



第１８号様式 (第１９条関係 )  

 

（教示）  

この決定に不服のあるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して３か月以内に四日市市長に対

して、審査請求をすることができます。  

この決定の取消しの訴えは、この通知を受けた日の翌日から起算して６か月以内に四日市市を被告と

して（訴訟において四日市市を代表するものは四日市市長となります。）、提起することができます（な

お、この決定があったことを知った日から６か月以内であっても、決定の日から１年を経過するとこの

決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、この決定があったことを知った

日の翌日から起算して３か月以内に審査請求した場合には、この決定の取消しの訴えは、その審査請求

に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます（なお、

裁決があったことを知った日から６か月以内であっても、裁決の日から１年を経過するとこの決定の取

消しの訴えを提起することができなくなります。）。  

四消本指令  第     号  

 

危険物製造所等完成検査前検査不適合通知書  

  

申請者  

  住所  

  氏名            

 

  年   月   日 付 け で 申 請 の あ っ た 完 成 検 査 前 検 査 に つ い て 、    

年   月   日に検査を実施した結果、下記のとおり政令で定める技

術上の基準に適合していないので通知します ｡  

 

               記  

 

 理由   

 

 

 

年   月   日  

四日市市長         印  



第１９号様式 (第１９条関係 )  

 

（教示）  

この決定に不服のあるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して３か月以内に四日市市長に対

して、審査請求をすることができます。  

この決定の取消しの訴えは、この通知を受けた日の翌日から起算して６か月以内に四日市市を被告と

して（訴訟において四日市市を代表するものは四日市市長となります。）、提起することができます（な

お、この決定があったことを知った日から６か月以内であっても、決定の日から１年を経過するとこの

決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、この決定があったことを知った

日の翌日から起算して３か月以内に審査請求した場合には、この決定の取消しの訴えは、その審査請求

に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます（なお、

裁決があったことを知った日から６か月以内であっても、裁決の日から１年を経過するとこの決定の取

消しの訴えを提起することができなくなります。）。  

四消本指令  第     号  

 

保安検査不適合通知書  

  

申請者  

  住所  

  氏名            

 

  年  月  日付 けで 申請 のあ った       保安 に関 する 検査に

ついて、   年   月   日に検査を行 った結果、下記のとおり 政令

で定める技術上の基準に適合していないと認めたので通知します ｡  

 

               記  

 

 理由   

 

 

 

年   月   日  

四日市市長         印  



附  則  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 消 防 本 部 予 防 保 安 課 ）  

 

 

 

 


